
●介護保険適⽤分以外の⾃⼰負担 （1か⽉）

単位数
（１⽇当たり） １割負担の⽅ ２割負担の⽅ ３割負担の⽅
749単位 24,000 47,970 71,970
753単位 24,120 48,270 72,390
788単位 25,260 50,490 75,750
812単位 26,040 52,050 78,060
828単位 26,550 53,070 79,590
845単位 27,090 54,150 81,240

✙ ✙ ✙
１割負担の⽅ ２割負担の⽅ ３割負担の⽅

30単位 33円 65円 97円

３単位 4円 7円 10円 ✙

120単位 129円 258円 386円

37単位 40円 80円 120円 円

6単位 7円 13円 20円 ✙
死亡⽇以前31〜45⽇以下 72単位 78円 155円 232円
死亡⽇以前４〜３０⽇以下 144単位 155円 309円 463円 円
死亡⽇以前２⽇または３⽇ 680単位 729円 1,458円 2,187円 ✙
死亡⽇ 1,280単位 1,373円 2,745円 4,117円

/⽇ 246単位 262円 524円 786円

/⽉ 30単位 33円 65円 97円

/回 400単位 429円 858円 1,287円

/⽉ 40単位 43円 86円 129円

/⽉

/⽉

/⽉

※「退去時相談援助加算」は退去時の１回のみ加算されます。
2024年4⽉現在

⼊院時費⽤加算

退去時相談援助加算

介護職員処遇改善加算（Ⅰ） 所定単位数X11.1％
介護職員特定処遇改善加算（Ⅱ） 所定単位数X2.3％
介護職員ベースアップ加算 所定単位数X2.3％

科学的介護推進体制加算

⼝腔衛⽣管理体制加算

※⼊院時費⽤加算は⼊院後3か⽉以内に退院が⾒込まれる⽅に1⽉に6⽇まで加算されます。

鎌倉市は地域加算（3級地）１単位10.68円を乗じた上で、⾦額を算出します。

※医療費・⽇常⽣活品・嗜好品・理美容代⾦・オムツ代・
レクリエーション・⾏事費⽤は別途実費となります。

 ご利⽤額（概算）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　円

※「初期加算」は⼊居後３０⽇間の介護保険料に加算されます。

初期加算

/⽇

156,000円

認知症専⾨ケア加算（Ⅰ）

若年性利⽤者受⼊加算 介護保険⾃⼰負担額
医療連携体制加算Ⅰ （基本部分）

サービス提供体制強化加算Ⅲ

看取り
介護加算

　その他加算
（⾃⼰負担額）

5,199円

要介護4

利⽤
項⽬
 ☑

項　⽬ 算定
単位

単位数
⾃⼰負担額

●その他加算 居室料 ⽔道光熱費 ⾷事費 管理費

65,000円 22,000円 45,000円 24,000円

要介護5 ●1か⽉あたりの概算

要介護1 ⾷事費 45,000円

要介護3 合   計 156,000円

733円

1,500円

要介護2 管理費 24,000円 800円

要⽀援2 ⽔道光熱費 22,000円

グループホーム　のぞみの家　鎌倉
ご利⽤料⾦表

●基本部分
利⽤
項⽬
 ☑

介護度
⾃⼰負担額（⽉額/３０⽇計算）円 　項　　　⽬ ⽉額料⾦ ⽇割料⾦

居室使⽤料 65,000円 2,166円


